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 情報公開制度とは、町の保有する行政文

書を町民の皆様からの請求により公開する

制度です。町民の知る権利を尊重し、行政

文書の公開請求権を明らかにし、町民に対

する行政の説明責任と行政文書の公開義務

を定めています。 

 

 
 
 
 

 次の項目のどれかに該当する方は公文
書の公開を請求することができます。 
 町内に住所がある方 
 町内に事務所や事業所がある個人、法

人、その他の団体 
 町内に所在する事務所または事業所に

勤務している方 
 町内に所在する学校に在学している方 
 実施機関（注）が行う事務事業に利害関

係がある方 
 
 
 
 
※上記以外の方から公開の申出があった
場合でも、公開に応じるよう努めます。 
 
 
 
 

 
 実施機関の職員が職務上作成または取得
した文書、図画、写真、フィルム、磁気テ
ープ、電磁的記録（いわゆる「データ」）
で、決裁等の手続が終了し、実施機関が管
理しているものです。 
 

 
 
 
 
 情報公開制度では、公文書は公開する
ことが原則ですが、次のいずれかに該当
する情報が記録されている場合は、例外
として公開できないことがあります。 
 個人に関する情報であって、その情報

に含まれる記述等により特定の個人が
識別できる情報や個人の権利利益を害
するおそれのある情報 

 法人や事業を営む個人に関する情報で
正当な利益を害するおそれのある情報 

 法令等の定めにより公にできないとさ
れている情報 

 公にすることで、人の生命や財産の保
護、犯罪予防等公共の安全と秩序の維
持に支障を及ぼすおそれのある情報 

 公にすることにより国等との協力・信
頼関係を損なうおそれのある情報 

 町や国等の事務事業の意志形成に関す
る情報で、公にすることにより適正な
意志形成に支障を及ぼすおそれのある
情報 

 町や国等が行う事務事業に関する情報
で、公にすることにより適正な遂行に
支障を及ぼすおそれのある情報 

 町の委員会等の会議の情報で非公開と
定められたもの 

公開請求できる人は? 

(注)実施機関とは、町⾧、議会、教育委
員会、選挙管理委員会、公平委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評価審査
委員会、水道事業管理者をいいます。 

公開の対象となる文書は? 

公開できない情報とは? 
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①請求書の提出 

「公文書公開請求書」に住所、氏名、公開を請求する公文書の内容、公開の方法
等、必要事項を記入し、それぞれの実施機関に提出してください（町⾧部局は役場総
務課または各総合支所まで）。請求したい文書の名称や内容がよく分からない場合な
どは、職員にご相談ください。 

 
②公開の決定 

公開請求を受け付けた日の翌日から起算して１４日以内に、請求があった公文書を
公開するかどうかの決定をし、請求者へ通知します。なお、期間内に決定することが
できない場合には、３０日を限度として決定期間を延⾧する場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 

③公開の実施 
公開は、請求者に通知した決定通知書の内容に沿って実施されます。決定通知書に

は、公開の場所、実施日、公開の方法、全部または一部を公開できる公文書名等が記
載されています。 

 
④公開の方法 

ア 紙媒体で保存されている文書、図画、写真:閲覧または写しの交付 
イ 録音テープ、ビデオテープ等で保存されている音声や映像:視聴または複写した

ものの交付 
ウ 上記以外でデータ保存されている公文書:閲覧、視聴、用紙に出力したものの交

付または複写したものの交付 
 
 
 
 
 
 

公文書の公開請求の流れ 

非公開事項について 
 

公文書は、原則公開します。しかし、法令等で非公開とされている情報や
特定の個人を識別することができる情報、人の生命・財産等の保護や公共の
安全の確保等に支障が生じるおそれがある情報などは、非公開となる場合が
あります。 

手数料について 
 
・閲覧・視聴の場合→無料 
・写しの交付・用紙に出力したものの交付の場合→実費負担 
・複写したものの交付の場合→実費負担（なお、ＵＳＢメモリーを持参いた

だいて交付することも可能です） 
※郵送等での公開を希望される場合は、送料も負担していただきます。 
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 個人情報保護制度は、実施機関が持って

いる個人情報全般について具体的な管理ル

ールを定めるとともに、本人からの請求に

より自己に関する情報の開示や訂正を求め

ることができる制度です。 

 
 

 

 
 
 
 

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当する
ものをいいます。 
 氏名、生年月日、その他の記述など（文書、図画若しくは電磁的記録）により特定

の個人を識別できるもの 
 個人識別符号が含まれるもの 

 
 
 
 
 
 

 
「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応する符

号等を含む）を含む個人情報をいいます。 
 
 
実施機関が個人情報を取り扱う事務を開始する場合は、個人情報の保護に努めるため、

事務の名称や目的、収集先などを明記した「個人情報取扱事務登録簿」を実施機関ごとに
作成します。この登録簿は、それぞれの実施機関に備え付けてあり、町⾧部局の登録簿
は、総務課で閲覧することができます。 

また、実施機関が保有する個人情報の集合物で、容易に検索できるように体系的に構成
した「個人情報ファイル」のうち、一定の要件（保有する個人情報の数が1,000人以上
等）を満たすものは、個人情報ファイルの名称や利用目的、収集方法などを明記した「個
人情報ファイル簿」を作成し、町HP等で公表します。このファイル簿は、それぞれの実施
機関に備え付けてあり、町⾧部局の登録簿は、総務課で閲覧することができます。 
 
 

 

個人情報 

 特定個人情報 

個人情報とは? 

(注)個人識別符号とは、 
・身体的特徴をパソコンで使用するために変換した符号 
 DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋、掌紋など 
 
・対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号 
 旅券番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険

証の番号など 



 
 

4 

 
 
 
 

保有の制限 
個人情報は、利用の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲に限り保有しま
す。 
 
利用・提供の制限 
例外的な場合を除き、個人情報は事務の目的の範囲内で取り扱います。 
 
正確性の確保 
個人情報の正確性を確保し、誤った個人情報の利用により、誤った評価・判断が行われ
ることを防止します。 

 
 
 
 
 
 

実施機関が保有する自分の個人情報は開示請求をして確認できます。 
確認した個人情報の内容に誤りがある場合は、訂正（追加や削除を含む）の請求をする

こともできます。 
また、実施機関が個人情報取扱いルールに違反している場合は、利用の停止や消去、

提供の停止を請求することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自分の情報を確認できます 

遠軽町における 
主な個人情報取扱いルール 
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① 請求書の提出 

「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、開示を請求する個人情報の内容、開示
の方法等、必要事項を記入し、それぞれの実施機関に提出してください（町⾧部局は
役場総務課または各総合支所まで）。開示請求書のほか、本人であることを証明する
書類（運転免許証、マイナンバーカード等）が必要となりますので、忘れずにお持ち
ください。 

 
②開示の決定 

開示請求があった日から１４日以内に、請求があった個人情報を開示するかどうか
の決定をし、請求者へ通知します。なお、期間内に決定することができない場合に
は、３０日を限度として決定期間を延⾧する場合があります。 

 
 
 
 
 
 

③開示の実施 
開示は、それぞれの実施機関において又は写しの送付により受けることができま

す。 
 

④開示の方法 
ア 紙媒体で保存されている文書、図画、写真:閲覧または写しの交付 
イ 録音テープ、ビデオテープ等で保存されている音声や映像:視聴または複写した

ものの交付 
ウ 上記以外でデータ保存されている行政文書等:用紙に出力したものの交付、閲

覧、視聴または複写したものの交付 
 
 
 
 
 
 
 

自分の個人情報の開示請求の流れ 

不開示事項・存否の秘匿 
 

個人情報は、原則開示します。しかし、個人の権利利益が害される場合
や、事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずる場合などは、個人
情報の不開示または存否を明らかにしないことがあります。 

手数料について 
 
・閲覧・視聴の場合→無料 
・写しの交付・用紙に出力したものの交付の場合→実費負担 
・複写したものの交付の場合→実費負担（なお、ＵＳＢメモリーを持参いた

だいて交付することも可能です） 
※郵送等での公開を希望される場合は、送料も負担していただきます。 
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【補足①】不服申立て 
町の開示等の決定について不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であれば行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
不服申立てがあった場合には、遠軽町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その
答申を尊重して再び開示、非開示の決定を行います。 

 

 
 
 
 
 

 
公開・開示、訂正等の請求に対する決定に不服がある場合、救済方法の一つとして、

行政不服審査法に基づく不服申立てがあります。この不服申立てに対して、公平で客観
的な立場で審議を行う第三者機関として「遠軽町情報公開・個人情報保護審査会」が設
置されています。 

審査会は、識見を有する委員で構成され、実施機関から諮問された不服申立てについ
て審査を行い、答申します。実施機関は審査会の答申を尊重し、改めて開示、訂正等を
するかどうかの決定を行います。 

 
 
 
 
 
 

 
皆様の個人情報は思わぬところで悪用される可能性があります。 
「自分の情報は自分で守る」という意識が必要です。 
 
 個人情報は、アンケート調査や懸賞への回答、応募などを通じて収集されること

もあります。さらに悪質な事業者は、個人情報を「振り込め詐欺」や「架空請
求」などに悪用することもあります。ご自分の個人情報をむやみに提供しないこ
とが大切です。 
 

 インターネットや携帯電話の普及により、ホームページやメールを使った個人情
報の流出が増えています。個人情報を送信する前に、信頼できる相手であるかど
うか、個人情報の利用目的が明らかであるかを確認することが大切です。 

 

情報公開・個人情報保護審査会 

大切な個人情報を守るために… 
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パンフレットや統
計資料なども情報
公開の手続が必要
なのですか? 

その場合、情報公開の手続は必要
ありません。公表を目的とした資
料等については、各所で提供して
います。 

情報公開請求は窓口に行かなけれ
ばできないのでしょうか? 

 請求に当たっては、まず公文書を特定する必要が
あります。そのためには、一度窓口に来ていただ
いた方がよいと思われます。しかし、具体的な公
文書が特定されているときなどは、郵便等でも請
求することができる場合もありますので、まず担
当課にご相談ください。 

先日保育所の入所手続をしてきま
した。申請書には家庭状況など、
他人に知られたくない内容が書か
れていますが、それも情報公開さ
れるのでしょうか? 

 情報公開制度では、保有している情報は原則とし
て公開することになっていますが、特定の個人が
判明し、その人のプライバシーが侵害されるよう
な情報については公開できないことになっていま
す。 

自分についての情報を知りたい場
合はどうすればよいでしょうか? 

 自己に関する情報については、個人情報保護制度
により開示請求をしていただきます。 

実施機関にはどのような個人情報
があるのですか?また、私の個人
情報を見たいのですが、どうすれ
ばよいのでしょうか? 

 実施機関で保有している個人情報をお知りになり
たい場合は、実施機関ごとに「個人情報取扱事務
登録簿」や「個人情報ファイル簿」が備え付けて
ありますので、閲覧してください。「個人情報フ
ァイル簿」は、町HPでも公表しています。 
ご自身の個人情報をご覧になりたい方は実施機関
に対して開示請求することになります。詳しく
は、総務課までお問い合わせください。 

個人情報に関するトラブルや疑問
について相談できるところはあり
ますか? 

 個人情報に関する苦情や相談は、国民生活センタ
ーや認定個人情報保護団体（注）で受け付けていま
す。なお、町では認定個人情報保護団体などに対
して苦情や相談を取りつぎますので、総務課まで
お問い合わせください。 
 
 
 
 
 

情報公開・個人情報保護Ｑ＆Ａ 

(注) 認定個人情報保護団体とは、苦情の処理をは
じめ、個人情報の適正な取扱いの保護を目的とし
て業務を行う民間の団体で、個人情報保護法にお
いて、業務の信頼性を確保し、民間団体による個
人情報の保護の推進を図るために設けられている
認定制度により認定された団体です。 
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遠軽町の実施機関 
 

実施機関名 担当部署 連絡先 

町⾧ 総務部総務課 ☎ 0158-42-4811 

議会 議会事務局 ☎ 0158-42-5800 

教育委員会 教育部総務課 ☎ 0158-42-2191 

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 ☎ 0158-42-7500 

公平委員会 公平委員会事務局 ☎ 0158-42-5800 

監査委員 監査委員事務局 ☎ 0158-42-5800 

農業委員会 農業委員会事務局 ☎ 0158-42-4816 

固定資産評価審査委員会 総務部総務課 ☎ 0158-42-4811 

水道事業管理者 経済部水道課 ☎ 0158-42-4815 
 
 
 
 
 
 
 


